
注意報消費者 トラ ブル
消費生活センター　（旧市庁舎２階）
相 談 日 月～金曜日（祝休日を除く）
相談時間 午前10時～11時30分、午後１時～３時30分
相談専用電話　☎２９２６－０９９９

　

所
沢
市
で
は
パ
キ
ス
タ
ン
洪
水
災
害

被
災
者
に
対
す
る
救
援
金
箱
を
、
市
役

所
１
階
総
合
案
内
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

お
寄
せ
い
た
だ
い
た
救
援
金
は
、
日
本

赤
十
字
社
に
送
金
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

設
置
期
間　

10
月
29
日
㈮
ま
で

問
福
祉
総
務
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
１
３

　

国
土
交
通
省
で
は
次
の
調
査
を
実
施

し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
全
国
都
市
交
通
特
性
調
査

　
（
交
通
実
態
調
査
）

目
的　

都
市
交
通
の
特
性
や
経

年
変
化
を
把
握
す
る
た
め

対
市
内
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し

た
ご
家
庭

◎
対
象
の
ご
家
庭
に
は
、
10
月
〜
11
月

ご
ろ
、
調
査
票
を
郵
送
し
ま
す
。

問
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
広
域

計
画
課
・
調
査
実
施
本
部
7
0
1
2

0
_
6
2
4
_
6
2
0

◆
道
路
交
通
セ
ン
サ
ス
（
自
動
車
利
用

実
態
の
調
査
）

目
的　

交
通
計
画
の
基
礎
資
料
の
た
め

対
国
土
交
通
省
が
管
理
す
る
自
動
車
登

録
情
報
よ
り
無
作
為
に
抽
出
し
た
調

査
対
象
車
両
の
所
有
者

◎
対
象
者
に
は
10
月
〜
11
月
ご
ろ
調
査

票
を
郵
送
し
ま
す
。

問
国
土
交
通
省
大
宮
国
道
事
務
所
計
画

課
☎
0
4
8
_
6
6
9
_
1
2
0
５

　

所
沢
市
で
は
、
火
災
予
防
条
例
に
よ

り
す
べ
て
の
住
宅
に
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

所
沢
市
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
推

計
普
及
率
は
、
平
成
22
年
6
月
時
点
で

69
・
4
%（
全
国
平
均
58
・
4
%
）で
す
。

　

あ
な
た
と
あ
な
た
の
家
族
の
大
切
な

命
を
守
る
た
め
に
、
住
宅
用
火
災
警
報

器
を
早
め
に
設
置
し
ま
し
ょ
う
。

設
置
義
務
の
あ
る
場
所

　

▼
寝
室
▼
階
段
の
天
井
（
寝
室
が
２

階
に
あ
る
場
合
）
な
ど

設
置
を
推
奨
す
る
場
所

　

▼
台
所
▼
居
室
な
ど

◎
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
電
気
器
具

販
売
店
、
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
、
防
災
設

備
取
扱
店
な
ど
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

詳
細
は
、   

HP
市

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
消
防
本
部
予
防
課

　

☎
2
9
2
9
_
9
1
2
1

　

総
務
省
の
関
東
管
区
行
政
評
価
局
で

は
、
国
の
行
政
機
関
等
が
多
数
参
加
し

て
、
登
記
、
税
金
、
年
金
、
保
険
等
の

国
の
行
政
に
関
す
る
苦
情
・
要
望
、
問

い
合
わ
せ
等
の
無
料
相
談
に
応
じ
ま
す
。

ま
た
、
弁
護
士
や
公
証
人
、
司
法
書
士

な
ど
が
民
事
相
談
に
応
じ
ま
す
。

日 

場 

10
月
8
日
㈮
午
前
10
時
30
分
〜
午
後

3
時
30
分
／
市
役
所
8
階
大
会
議
室

◎
先
着
順
に
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

参
加
機
関　

さ
い
た
ま
地
方
法
務
局
、

関
東
総
合
通
信
局
、
埼
玉
労
働
局
、

埼
玉
県
、
埼
玉
弁
護
士
会
、
埼
玉
公

証
人
会
、
埼
玉
司
法
書
士
会
、
関
東

信
越
税
理
士
会
、
埼
玉
県
社
会
保
険

労
務
士
会

問

▼
関
東
管
区
行
政
評
価
局
☎
０
４
８

_
６
０
０
_
２
３
１
１
▼
市
民
相
談

課
☎
２
９
９
８
_
９
０
９
２

◆
無
料
相
談
会

日 

10
月
6
日
㈬
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

場
市
役
所
1
階
市
民
ホ
ー
ル

◎
先
着
順
に
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

内
▼
登
記
・
供
託
・
訴
訟
書
類
等
▼
簡

易
裁
判
訴
訟
代
理
業
務
▼
多
重
債
務

▼
成
年
後
見
▼
一
般
法
律
相
談
等

◆
公
開
ミ
ニ
講
座
「
相
続
・
贈
与
・
財

産
分
与
の
基
礎
知
識
」

日 

10
月
6
日
㈬
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

場
市
役
所
2
階
2
0
3
会
議
室

講
司
法
書
士
・
小
林
美
奈
子
さ
ん

◎
会
場
へ
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
市
民
相
談
課
☎
2
9
9
8
_
9
0
9
2 

日 

10
月
15
日
㈮
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

（
正
午
〜
午
後
1
時
を
除
く
）

場
市
役
所
1
階
市
民
ホ
ー
ル

◎
先
着
順
に
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

内
▼
相
続
・
遺
言
▼
家
庭
問
題
▼
外
国

人
の
入
国
・
在
留
▼
起
業
支
援
・
会

社
設
立
な
ど

問
市
民
相
談
課
☎
2
9
9
8
_
9
0
9
2 

日  

10
月
26
日
㈫
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

場
旧
市
庁
舎
4
0
2
会
議
室

◎
予
約
制
に
よ
る
面
接
相
談
で
す
。

申 

10
月
1
日
㈮
か
ら
15
日
㈮
ま
で
に
、

専
用
電
話
☎
0
4
8
_
8
3
8
_
5

3
2
3
へ
電
話
（
土
・
日
曜
日
、
祝

休
日
を
除
く
午
前
10
時
〜
午
後
4
時
）

問
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　

☎
2
9
2
8
_
1
2
3
3

日 

10
月
25
日
㈪
〜
11
月
9
日
㈫
午
前
9

時
〜
午
後
4
時
30
分

場
市
役
所
内
会
議
室

対
来
春
に
特
別
支
援
学
校
等
を
卒
業
見

込
み
の
方
や
在
宅
の
方

内
施
設
通
所
等
の
相
談

申 

問 

10
月
15
日
㈮
ま
で
に
、
障
害
福
祉

課
☎
2
9
9
8
_9
1
1
6
5
2
9

9
8
_
1
1
4
7
へ
電
話
・
F
A
X

日
①
11
月
11
日
㈭
②
11
月
17
日
㈬
い
ず

れ
も
午
後
1
時
30
分
〜

◎
事
前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

場
市
役
所
6
階
6
0
4
会
議
室

内
年
金
に
関
す
る
疑
問
・
不
安
を
解
決

す
る
た
め
の
個
別
相
談

相
談
員　

社
会
保
険
労
務
士

申  

問 

10
月
4
日
㈪
か
ら
国
保
年
金
課
☎

2
9
9
8
_9
0
9
5
5
2
9
9
8

_
9
0
6
1

a
9
0
9
5
@
c
ity
.

to
k
o
ro
za
w
a
.sa
ita
m
a
.jp

へ
電
話
・
F
A
X
・
E
メ
ー
ル

日 

場 

10
月
4
日
㈪
午
前
10
時
〜
午
後
3

時
30
分
／
市
役
所
1
階
市
民
ホ
ー
ル

◎
先
着
順
に
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

相
談
員　

宅
地
建
物
取
引
主
任
者

内
契
約
、
物
件
、
報
酬
、
借
地
・
借
家
、

手
付
金
、
税
金
、
住
宅
ロ
ー
ン
、
登

記
、
建
築
等
住
宅
に
関
す
る
こ
と

問
市
民
相
談
課
☎
2
9
9
8
_9
0
9
2

日 

11
月
6
日
㈯
午
前
9
時
〜
午
後
３
時
30

分
（
雨
天
時
は
11
月
13
日
㈯
に
順
延
）

集
合　

J
R
川
越
駅
西
口

◎
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歩
き
や
す

い
服
装
で
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

定 

40
人（
抽
選
）

持
昼
食
、
雨
具

費
3
0
0
円

申 

問 

10
月
13
日
㈬

（
必
着
）
ま
で
に
、
往
復
は
が
き
に
参

加
す
る
方
全
員
の
住
所
・
氏
名
・
年

齢
・
性
別
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、

〒
359
_

8501
文
化
財
保
護
課
☎
2
9
9

8
_
9
2
5
3
へ
郵
送

日 

10
月
17
日
㈰
午
後
1
時
30
分
〜
4
時

場

吾
妻
公
民
館

内
▼
飼
い
主
の
い
る
猫
の
適
正
飼
養
と

飼
い
主
の
い
な
い
猫
対
策
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
に
つ
い
て
▼
地
域
猫
に
つ
い
て

▼
地
域
猫
活
動
事
例
に

つ
い
て

定 

申
し
込
み
先
着
40
人

◎
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
、
個

別
相
談
を
行
い
ま
す
。

申 

問 

生
活
環
境
課

　

☎
2
9
9
8
_
9
3
7
0
へ
電
話

日 

10
月
12
日
㈫
午
後
２
時
〜
４
時

場
三
芳
町
役
場
（
三
芳
町
藤

久
保
１
１
０
０
_
１
）

内
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
に
つ
い
て

な
ど

◎
建
築
無
料
相
談
、
耐
震
診

断
、
耐
震
改
修
相
談
会
を
同
時
開
催
し

ま
す
。
会
場
へ
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
建
築
指
導
課
☎
２
９
９
８
_
９
１
８
０

建
築
確
認
申
請
等
の
手
数
料
の
変
更

住
ま
い
☆
ま
ち
づ
く
り
講
演
会

行
政
書
士
会「
暮
ら
し
の
無
料
相
談
会
」

弁
護
士
等
に
よ
る
多
重
債
務
相
談
会

不
動
産
無
料
相
談
会

◆相談します
　不用になった電気製品等を無料で回収す
るとアナウンスしながら、巡回していた業
者にパソコンとプリンタの回収を頼んだと
ころ２万円請求されました。業者の態度に
恐怖を感じて払ってしまいましたが、無料
と言っていたのに費用がかかり納得できま
せん。
◆お答えします
　「無料回収」と称して、高額な費用を請求する悪質な廃
品回収業者が後を絶ちません。費用の説明をしないで、ト
ラックに積み込んでしまってから高額な請求をするケース
もあります。
　ご相談のように、いったん承諾して費用を支払った場合
の返金交渉は、非常に難しいでしょう。なお、脅迫があっ
た場合には、警察に通報しましょう。
【消費者へのアドバイス】
①粗大ごみや不用品の処分は、家庭ごみの正しい分け方・
出し方に従ってください。エアコン、テレビ、冷蔵庫
（冷凍庫を含む）、洗濯機、衣類乾燥機などの家電リサ
イクル法対象品目を処分する場合は、購入した販売店ま
たは買い替えをする販売店に依頼するか、対象家電製品
収集・運搬所沢市協力店に依頼してください。また指定
取引場所へ持ち込むこともできます。

　　処分の際は、リサイクル料金や収集・運搬の費用が必
要となります。処分方法などの詳細については、資源循
環推進課（☎２９９８-９１４６）にお問い合わせくだ
さい。

②一般廃棄物の収集・運搬は、市町村の許可を受けた業者
しか行えません。安易に廃品回収業者に処分を依頼する
ことは、トラブルのもとになりやすいので注意が必要で
す。

③廃品回収業者が無料回収をうたっていても、回収時に料
金を請求されるケースがあります。無料でなければ拒否
するような勇気を持ちましょう。

全
国
都
市
交
通
特
性
調
査
・
道
路
交

通
セ
ン
サ
ス
に
ご
協
力
を

開
催

司
法
書
士
会
「
無
料
相
談
会
」
お
よ
び

「
市
民
公
開
ミ
ニ
講
座
」

知
的
障
害
者
更
生
相
談

年
金
セ
ミ
ナ
ー
個
別
相
談
会

飼
い
主
の
い
な
い
猫
対
策
セ
ミ
ナ
ー

三
富
文
化
財
ウ
ォ
ー
ク
「
福
原
に
残

る
新
田
開
発
と
民
間
信
仰
」

【トラブルＱ＆Ａ 34】
～廃品回収業者とのトラブルにご注意！～

設
置
し
ま
し
た
か
?
住
宅
用
火
災
警
報
器

所
沢
一
日
合
同
行
政
相
談
所

パ
キ
ス
タ
ン
洪
水
災
害
被
災
者
に
対

す
る
救
援
金
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
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【情報館】•特にことわりのないものは10月1日㈮から申し込みを受け付けます。•費用等の記載がないものは無料です。
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